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令和２事業年度 事業報告書 

未来を育てよう、スポーツの力で 

Raise the future with the power of sport 

独立行政法人 日本スポーツ振興センター 
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■ 編集方針 

本事業報告書は、独立行政法人通則法第 38 条第 2 項に基づき、同条第 1 項で定める財務諸

表に添付して主務大臣（文部科学大臣）に提出する法定書類です。 

本事業報告書は、「独立行政法人の事業報告に関するガイドライン（平成 30年 9月 3日）」を踏

まえたものとし、独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）のコーポレートメッセージ、「未来

を育てよう、スポーツの力で。」の実現に向け、法人の長のメッセージをはじめ、様々な取組につい

て、国民の皆様をはじめとする各ステークホルダーにご紹介することを目的としています。 

 

 

■ 対象期間 

本事業報告書の対象範囲は、令和２事業年度（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日）とな

りますが、一部前後の内容を含みます。 

 

 

■ 財務数値に関する事項 

本事業報告書における計数は、単位未満を原則として四捨五入しています。したがって、各計数

の和は内数の合計に一致しないことがあります。また、単位に満たない場合は「０」で、該当数字の

ない場合は「－」で示しています。 

 

 

■ 新型コロナウイルス感染症に関して 

新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大

会が延期されたことをはじめとし、JSC が行う事業にも影響がありました。令和２年度において

は、昨年度と同様「スポーツくじ（toto・BIG）」の販売中止やスポーツ施設の貸し出しの取りやめ

などによる収入等の減など影響があった一方、アスリートをはじめとする利用者の安全・安心を第

一に考えた施設運営や関係者への情報発信を致しました。各対応については当法人のホームペー

ジでご案内しています。 



  Japan Sport Council  Annual report    1 

 

 

令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症、またそれに伴う 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の延

期という未曽有の状況において、「スポーツの振興」及び「児童生徒等の健康の保持増進」を図るための中核的機関とし

て、主に以下のような取組を進めてまいりました。 

 

スポーツ医・科学支援の確立 

 

 

 

 

 

   
  

国内外のネットワークを活用した情報収集活動の実施 

 

 

 

 

 

 
 

 

学校安全に対する支援 

 

 

 

 

 
 

スポーツくじを活用したスポーツ環境の提供 

 

 

 

 

 
 

Topics ～コロナ禍におけるスポーツ推進～ 

スポーツくじの販売においては、新型コロナウイルス感染症拡大によりＪリーグ

が一時中断されましたが、海外サッカーを対象とするなど販売機会の確保によ

り売上への影響の緩和に努め、3年ぶりに 1,000億円台を回復しました。また、

スポーツ振興助成においては、新型コロナウイルス感染症の影響により中止とな

った事業について、既に発生した経費や中止に伴い発生した経費を助成対象と

するなど、助成団体のニーズを踏まえ、柔軟に対応しました。 

災害共済給付業務においては、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態

宣言の発令に伴い学校休校等の措置が取られたことから、学校現場の負担を

軽減すべく災害共済給付の契約締結及び掛金支払の期限の延長措置を行うと

ともに、災害共済給付金請求の差戻し件数の削減を図ることで、学校現場の負

担を軽減しました。また、安全支援業務においては、新型コロナウイルス感染症

予防を想定した「新しい生活様式」を踏まえた学校生活における留意点につい

ての情報発信を行い、学校現場における事故防止の取組を支援しました。 

新型コロナウイルス感染症のスポーツへの影響や対策等に関し、MOU 締結国

や JAPAN SPORT NETWORK等、国内外のネットワークを活用した調査研

究や資料の収集を行いました。分析・統合された関連情報は、新たに開設した専

用ウェブページやオンラインでの研究集会を通じて、スポーツ庁や地方公共団

体をはじめとする関係機関の課題・ニーズに応じて情報提供することで、スポー

ツ界の感染症拡大防止や活動再開を支援しました。また、JSC が議長国となっ

ているアジアスポーツ研究強化拠点連合（ASIA）において、コロナ禍における

スポーツを通じた連携強化や知見の共有を図るため、オンラインイベントを主催

し、アジア地域の連携強化にリーダーシップを発揮しました。 

ハイパフォーマンススポーツセンター（HPSC）における新型コロナウイルス感染

防止策を作成するとともに、他のスポーツ医科学関連施設が利用できるよう公

開したほか、新型コロナウイルス感染症環境下におけるスポーツ医・科学支援の

方法を確立しました。また、トレーニング再開期における適切な強度の目安を把

握するフィットネスチェックを実施したほか、「コロナ禍による心理面の不安に対

処するための講習会」も実施するなど、延期された東京 2020 大会への支援を

推進しました。 

WEB 業務実績報告書（自己評価） 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/129/Default.aspx 

 

◀ 感染防止策ガイドライン 

  

 

 

▼ 感染対策下でのサポート 
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はじめに  ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）は、我が国

における「スポーツの振興」及び「児童生徒等の健康の保持増

進」を図るためのスポーツ政策の実施機関として、多岐にわ

たる業務を実施しています。 

 第４期中期目標期間（平成 30 年度～令和４年度）において、

令和２年度は、その３年目に当たります。その目標を達成する

べく、人々のつながりを土台とし前向きで活力に満ちた社会

を作ることに資するスポーツの価値を伝えることにより「ス

ポーツ参画人口」を拡大させることや、関係各団体との連携・

協力により「一億総スポーツ社会」の実現に取り組むなど、ス

ポーツ基本法やスポーツ基本計画などの国の施策を推進す

るべく、日本のスポーツ界における政策実施機能を担ってい

ます。

 

 

コロナ禍で私たちが取り組んできたこと     ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞>>>>>>>>>>＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 

 

令和２年度においては、2020 年東京オリンピック・パラ

リンピック競技大会（東京 2020 大会）が一年延期されたこ

とをはじめ、新型コロナウイルス感染症による過去前例のな

い環境を経験しました。多くの方たちにおいてもスポーツに

関わる環境が制限されることとなりました。 

こうした状況において、ハイパフォーマンススポーツセンター

（HPSC）を日頃利用してきたオリンピック・パラリンピックを

目指すトップアスリートに対しては、リモートでのサポートを

実施するなど、トレーニングを継続・再開するためのスポーツ

医・科学支援をしたほか、世界のハイパフォーマンススポーツ

に関するコロナ禍における強化活動の工夫について、JSCの

ネットワークを活用して収集し、各スポーツの中央競技団体

に提供するなど、JSCならではの知見を踏まえた支援を行い

ました。 

また、大会会場でもある国立競技場や国立代々木競技場

においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観

点から、所有する施設ごとの感染症対策ガイドライン策定な

ど、アスリートをはじめとする利用者の安全・安心を第一に考

えた施設運営を行うなど、役割を果たしてまいりました。 

スポーツ振興助成に関しては、スポーツ活動が継続できる

よう、スポーツ大会等の中止に伴う経費についても助成対象

経費とするなど柔軟に対応するとともに、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大防止対策を行うために直接必要となる

経費を助成対象としました。また、助成財源の確保のためス

ポーツくじ（toto・BIG）の売上向上に取り組んだ結果、年度

当初に約２か月間販売ができなかった期間があったものの、

３年ぶりに 1,000億円台を回復することができました。ご購

入いただいたお客様に改めて御礼申し上げます。 

災害共済給付事業については、マスク着用時の注意点など

新型コロナウイルス感染症予防を想定した学校生活における

留意点について、分かり易く情報をお伝えしました。また、オ

ンライン授業への取組等で新型コロナウイルス感染症対応に

忙殺される学校等の業務負担軽減を図るため、スムーズに災

害共済給付金の請求ができるように工夫するとともに、掛金

支払や加入契約締結期限を延長するなど、学校現場のニーズ

を踏まえた支援を実施してまいりました。 

今後とも引き続き、コロナ禍におけるスポーツの安全・安

心及び児童生徒等の健康の保持増進に努力してまいります。

理事長メッセージ  
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東京 2020大会、そしてその先を目指して  ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 

 

今年は、１年の延期を経て、いよいよ東京２０２０大会が開

催される年です。JSC は、第４期中期目標に定められた各業

務について、組織における内部統制・ガバナンス強化を意識

しつつ取り組むとともに、東京２０２０大会が安全・安心な大

会となるよう関係機関と協力してまいります。同時に、東京

2020大会後の社会の姿を考え、大会で得られた知見やノウ

ハウをレガシーとして継承し、もってスポーツ基本法に掲げら

れている理念の実現に向け、スポーツにより親しむことので

きる環境整備が重要性であると認識しています。 

具体例としては、スポーツくじを通じたスポーツ環境の整

備があります。2001年から販売が始まったスポーツくじは、

多くのお客様にご支持いただき、おかげさまで今やスポーツ

振興のための最大級の規模を誇る財源に成長いたしました。

令和2年１２月には、「スポーツ振興投票の実施等に関する法

律」等が改正されました。これにより、現在サッカーが対象と

なっているスポーツくじに、バスケットボールを追加し、財源

の拡大を図ります。私ども JSCはスポーツくじ法改正の趣旨

を踏まえ、災害や感染症等への支援を含め、幅広くスポーツ

振興に取り組んでまいります。今後も、魅力ある商品の提供

やスポーツくじによる助成制度の理解促進に取り組み、トッ

プスポーツから地域スポーツまで総合的にスポーツ基盤を支

える存在として、皆様に支持していただけるよう使命感をも

って取り組んでまいります。 

また、子どもたちが安全・安心な学校生活を送り、健やかに

成長するため、将来にわたって災害共済給付制度を安定的に

運営することも重要です。そのためには、制度のご理解を深

めていただく努力をし、円滑に制度を活用していただくとと

もに、学校現場における事故防止の取組への更なる支援や、

給付審査業務の迅速化、簡略化に取り組むなど、学校現場が

使いやすい制度となるよう努力してまいります。 

 

 

スポーツや健康保持の意義を踏まえた貢献を   ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 

令和５年度から始まる第５期中期目標期間に向け、引き続

き、中期目標・中期計画に定められた JSCの業務に真摯に向

き合うとともに、想定していなかった新型コロナウイルス感

染症による大きな環境変化の中でも、今だからこそ、国民の

皆様一人ひとりの元気や感動、明日への力につながるよう、

スポーツや健康保持の意義を踏まえた貢献をすることが、

JSCに課された大切な使命であると考えています。 

そのためにも、冒頭に申し上げた独立行政法人日本スポー

ツ振興センター法に定められた目的である「スポーツの振興」

と「児童生徒等の健康の保持増進」という２つの柱がしっかり

促進されるよう、国や地方公共団体、中央競技団体等の関係

者との連携強化を図りつつ、JSC が有する様々な資源や機

能を組み合わせることにより、更なる貢献ができるよう努力

してまいります。 

さて、この「令和２事業年度 事業報告書」は、国民の皆様を

始めとする関係の皆様に、令和２年度を中心とする JSC の

活動をご理解いただくために作成したものです。我が国のス

ポーツ政策の実施機関である JSC の全体像のご理解に役

立てばと存じます。 

 

今後も、「未来を育てよう、スポーツの力で。」を掲げ、社会

が大きく変化する中においても、豊かな、よりよい未来を切

り拓くために力を尽くしてまいります。引き続き、皆様のご支

援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

日本スポーツ振興センター 
JAPAN SPORT COUNCIL                                      

 

理事長  芦立 訓 
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法人の目的及び業務内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
法人の目的 
業務内容 

政策体系における法人の位置付け及び役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

中期目標  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
概要 

一定の事業等のまとまりごとの名称等 
 

 

 

法人の長の理念や運営上の方針・戦略等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

中期計画及び年度計画  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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財源の状況 
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業務運営上の課題・リスク及びその対応策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
リスク管理の状況 
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組織の沿革 

設立に係る根拠法 

主務大臣 

組織体制 

事務所の所在地 

主要な指定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況 

主要な財務データの経年比較 

翌事業年度の予算、収支計画及び資金計画 

 参考情報  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
財務諸表の科目の説明 

その他の公表資料 

関連 URL 

業務の適正な評価に資する情報 

財政状態及び運営状態の適切な把握に資する情報 

その他法人の基本情報等 

２２ 

２５ 

 
２７ 

 
 

２９ 

３２ 

 
 

 

 
 

３５ 

 

 

 
 

 

 

４１ 
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法人の目的 
JSCは、スポーツの振興及び児童、生徒、学生又は幼児（以下「児童生徒等」という。）の健康の保持増進を図るため、その設置

するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のために必要な援助、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、

中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園又は専修学校（高等課程に係るものに限る。）

（第十五条第一項第八号を除き、以下「学校」と総称する。）の管理下における児童生徒等の災害に関する必要な給付その他スポ

ーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もって国民の心身の健全な発

達に寄与することを目的としています。 （独立行政法人日本スポーツ振興センター法第 3条） 

 

 

 

業務内容 
JSCは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第３条の目的を達成するため、以下の業務を行っています。 

 

(1) その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業

務を行うこと 

(2) スポーツ団体（スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。）が行う次に掲げる活動に

対し資金の支給その他の援助を行うこと 

・ スポーツに関する競技水準の向上を図るため計画的かつ継続的に行う合宿その他の活動 

・ 国際的又は全国的な規模のスポーツの競技会、研究集会又は講習会の開催 

(3) 優秀なスポーツの選手若しくは指導者が行う競技技術の向上を図るための活動又は優秀なスポーツの選手が受け

る職業若しくは実際生活に必要な能力を育成するための教育に対し資金の支給その他の援助を行うこと 

(4) 国際的に卓越したスポーツの活動を行う計画を有する者が行うその活動に対し資金の支給その他の援助を行うこと 

(5) スポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成１０年法律第６３号）に規定する業務を行うこと 

(6) スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する業務、スポーツにおけるドー

ピングの防止活動の推進に関する業務その他のスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするた

め必要な業務を行うこと 

(7) 学校の管理下における児童生徒等の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。）につき、当該児童生徒等の保護者又

は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生その他政令

で定める者に対し、災害共済給付（医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給をいう。）を行うこと 

(8) スポーツ及び学校安全（学校（学校教育法第１条に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園及び学校教育法第１２４条に規定する専

修学校をいう。）における安全教育及び安全管理をいう。）その他の学校における児童生徒等の健康の保持増進に関

する国内外における調査研究並びに資料の収集及び提供を行うこと 

(9) (8)に掲げる業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業を行うこと 

(10) (1)～(9)に掲げる業務に附帯する業務を行うこと 

(11) (1)～(10)に掲げる業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、(1)に掲げる施設を一般の利用に供す

る業務を行うこと 

  

法人の目的及び業務内容 

JSC は、スポーツの力で、よりよい未来を育てるため、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」に基づき、皆様の心身

の健全な発展に寄与することを目的として、様々な業務を行ってまいります。 

WEB 日本スポーツ振興センター法 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/61/Default.aspx 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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ＪＳＣは、我が国のスポーツ振興の中核機関として、スポーツ基本法（平成 23 年法律第 78号）及び平成 29 年度から令和 3

年度までのスポーツ政策の重要な指針となる「第２期スポーツ基本計画」（平成 29 年３月 24 日文部科学大臣決定）等に基づ

き、公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO）、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）、公益財団法人日本障がい者スポ

ーツ協会・日本パラリンピック委員会（JPC）、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（JADA）等のスポーツ関係団体と連携・

協議しながら、日本のスポーツ界を支えることが期待されています。独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号）第 29条

第1項の規定に基づき、主務大臣である文部科学大臣により定められた、JSCが達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）

における政策体系図は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 

政策体系における法人の位置付け及び役割 

JSC は、スポーツの力で、よりよい未来を育てるため、「スポーツ立国」の実現に向け、我が国のスポーツ振興の中核機関と

して、スポーツ参画人口の拡大など、関係機関と連携しながら様々な施策を展開してまいります。 

政策体系図 

 

WEB 中期目標 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/126/Default.aspx 

 

WEB スポーツ基本法【スポーツ庁ＨＰ】   

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/1371905.htm 

 WEB スポーツ基本計画【スポーツ庁ＨＰ】 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/1372413.htm  
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概要 
我が国においては、令和元年度に開催されたラグビーワールドカップ 2019 や東京２０２０大会等の大規模国際競技大会の

開催を控え、これまでになくスポーツに対する関心が高まっています。   

ＪＳＣは、この絶好の機会を逃すことなく、子供たちはもとより広く国民各層に対し、スポーツにより人生を健康で生き生きと

したものにし、年齢、性別、障害等の有無に関わらず、スポーツを通じて人々がつながり、前向きで活力に満ちた社会を作ること

ができるなど、スポーツの価値を伝え、「スポーツ参画人口」を拡大し、関係各団体との連携・協力により「一億総スポーツ社会」

の実現に取り組み、日本のスポーツ界における中核的な拠点としての政策実施機能を的確に発揮することが求められています。  

こうした、JSC の位置付け及び役割を踏まえ、「独立行政法人日本スポーツ振興センターが達成すべき業務運営に関する目標

（文部科学省指示 平成３０年３月１日・令和２年３月５日改正）」は、独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号）第29条第

1 項の規定に基づき、主務大臣である文部科学大臣により、JSC が達成すべき業務運営に関する中期目標が定められています。 

 

 

中期目標の期間 

第 4期中期目標の期間は、スポーツ基本計画の取組を着実に実施すること及びその評価を行う必要があること

から、平成 30年４月１日から令和 5年３月 31日までの５年間となっています。 

 

 

 

 

 

 

一定の事業等のまとまりごとの名称等 
JSCでは、中期目標における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報を開示しています。一定の事業のま

とまりと各勘定区分の関係は以下のとおりです。  

一定の事業等のまとまり 勘定区分 

  スポーツ施設の管理運営、並びにスポーツ施設を活用したスポーツの振興等 
特定業務勘定 

一般勘定 

  国際競技力向上のための取組 
特定業務勘定 

一般勘定 

  スポーツ振興のための助成財源の確保と効果的な助成の実施 
投票勘定 

一般勘定 

  スポーツ・インテグリティの保護・強化 一般勘定 

  災害共済給付の実施と学校安全支援の充実 

災害共済給付勘定 

免責特約勘定 

一般勘定 

  国内外の情報の分析・提供等 一般勘定 

 

 

 

 

中期目標 

JSCは、スポーツの力により、よりよい未来を育てるため、平成 30年度に開始された第 4期中期目標期間において、文部

科学省・スポーツ庁と連携の下「一億総スポーツ社会」の実現に取り組み、日本のスポーツ界における中核的な拠点としての

政策実施機能を的確に発揮してまいります。 

WEB 中期目標 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/126/Default.aspx 

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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基本理念等 
JSCでは、「未来を育てよう、スポーツの力で。」というコーポレートメッセージのもと、基本理念（存在意義）、ビジョン（目指す

姿）を定め、5 つの行動指針を定めています。この理念の実現に向け、学校教育現場やアスリートの皆様等、様々な業務を通じて、

国民の皆様と接していることを意識しつつ、重要な経営資源として法人の根幹を形成する一人ひとりの職員が仕事へのやりが

いや誇りを持てる組織にすることが、より質の高いサービスを提供するため重要であると考えております。これらの取組により、

JSCはスポーツを通じ、人々から共感される事業を行う組織を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中長期的な戦略に基づく取組 
上記基本理念等の実現と JSC の更なる発展のため、将来の中長期的な戦略に基づき、組織横断的な連携のさらなる強化を

推進しています。 

重要な経営資源の１つである職員に関する取組を最優先事項として掲げ、人事に関する重要かつ喫緊の課題を検討する体制

として、「人事戦略チーム」を設置し、関係部署と緊密な連携を図りながら、将来を見据えた人事施策の充実に向けて取り組みま

した。 

併せて、理事長のリーダーシップの下、電子決裁システム、勤怠管理システム、ペーパーレス化など、業務の ICT 化による業務

効率化を推進しています。 

 

  

法人の長の理念や運営上の方針・戦略等 

JSC は、スポーツの力により、よりよい未来を育てるため、「未来を育てよう、スポーツの力で。」というコーポレートメッセ

ージの下、第 4 期中期目標の達成及びその先の社会づくりに貢献することを目的として、中長期的な戦略の検討を進める

など、理事長のリーダーシップの下、取組を進めてまいります。 

WEB 基本理念等 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/751/Default.aspx 

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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JSC は、主務大臣による中期目標を達成するため、独立行政法人通則法第 30 条第 1 項の規定に基づき、中期計画を作成

し、主務大臣の認可を受けています。また、毎年度、同計画に基づく年度計画を作成しています。第４期中期計画及び令和２年度

計画との関係は、以下のとおりです。 

 

第４期中期計画と主な指標等 令和２年度計画と主な指標等 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため取るべき措置 

１．スポーツ施設の管理運営、並びにスポーツ施設を活用したスポーツの振興等に関する事項 

○ 保有するスポーツ施設の活用により、国民がスポーツに参画

する機会をより多く提供できるよう、長年蓄積してきたノウ

ハウや経験を活用した効率的な管理運営を行うとともに、施

設利用者に応じた調査を行うことにより、施設利用者のニー

ズを的確に捉えた安心感や満足度の高いサービスを提供す

る。 

○ 新国立競技場をはじめとしたスポーツ施設の管理運営等の

今後の在り方の検討に当たって、「新国立競技場の整備計画」

（平成 27 年 8 月 28 日新国立競技場整備計画再検討のた

めの関係閣僚会議決定）に基づく「大会後の運営管理に関す

る検討ワーキングチーム」による検討結果等を踏まえた適切

な対応を行う。 

 

同左 

２．国際競技力向上のための取組に関する事項 ２ 国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項 

○ 国立スポーツ科学センターとナショナルトレーニングセンター
から構成されるハイパフォーマンススポーツセンターの機能
の整備・充実を図る。 

○ 公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本障
がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会及び中央競技
団体等と連携し、2020 年東京大会だけでなく、その後を見

据え、我が国のトップアスリートが国際競技大会等において優
れた成績をおさめることができるようオリンピック競技とパ
ラリンピック競技を一体的に捉え、スポーツ医・科学研究、ス

ポーツ医・科学・情報サポート機能及び高度な科学的トレーニ
ング環境を提供する。 
 

同左 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

３．スポーツ振興のための助成財源の確保と効果的な助成の実施に関する事項 

○ スポーツ振興くじによる助成金について、地域スポーツの振

興を図る上で非常に重要な財源であるため、くじ市場が減少
傾向にあり、安定的な売上を確保することの難易度が高まっ
てきている状況を踏まえながら、助成財源の確保に努めるこ

ととする。 
○ スポーツ振興くじの助成金の配分に当たって、地域スポーツ

の振興に関するニーズ等を踏まえた効果的な助成や評価結

果による助成メニューの見直し等を行うことにより、地域の
スポーツ参画人口の増加に努める。 

○ スポーツ振興基金やスポーツ振興くじによる助成金は、スポ

ーツの振興を図る上で重要な役割を担っていることから、
十分な財源確保に努めるとともに、その財源を効果的に助
成していく。 

○ スポーツ振興基金による助成については、その安定的な運
用を図るとともに、スポーツの振興に関するニーズ等を踏
まえ、安定的かつ効果的な助成を行う。 

○ スポーツ振興くじについて、売上の目標を 970億円とし、
その具体的な取組内容はスポーツ振興投票等業務に係る令
和２事業年度事業計画（令和２年 3月３１日付け文部科学大

臣認可）によることとする。 
 
 

 
 
 

 
 

中期計画及び年度計画 

JSC は、スポーツの力により、よりよい未来を育てるため、第 4 期中期目標に基づく第 4 期中期計画及び毎年度の年度計

画を策定し、目標の達成状況を可視化し、評価を効率的に実施するなど、事業の着実な実施をしてまいります。 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 

【中期目標に定められた評価指標】 

・施設利用者のニーズ等を踏まえた改善を実施し、その改善効果

を把握するためアンケートやヒアリング等による満足度調査を行

い、80％以上から「満足している・やや満足している」との高評

価を得る。 

・保有するスポーツ施設の活用を促進し、「する」「みる」「ささえ

る」スポーツ参画人口を前年度比で増加させる。 

【中期目標に定められた評価指標】 

・オリンピック・パラリンピックにおける我が国のトップアスリート

の成績（過去最高の金メダル数を獲得する等）及び当該成績へ

の寄与・貢献状況※ 

 

※オリンピック･パラリンピックが開催されない年度については､世界選手権

大会等の主要な国際競技大会における成績等を踏まえ､次のオリンピッ

ク･パラリンピックでの我が国のトップアスリートの優秀な成績獲得に向け

た JSCの国際競技力向上のための取組の進捗状況により評価を行う｡ 

【中期目標に定められた評価指標】 

・スポーツ振興くじの売上を中期目標期間の最終年度において、前

中期目標期間の平均と同規模程度の売上を達成する。 

・スポーツ振興くじによる助成により、助成した事業の「する」「み

る」「ささえる」スポーツ参画人口を前年度比で増加させる。 
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４．スポーツ・インテグリティの保護・強化に関する事項 

○ スポーツ・インテグリティの保護・強化について、スポーツにお

けるドーピングの防止活動並びにスポーツ・インテグリティの

保護・強化に関する国内外の情報収集及びモニタリングに取

り組むことにより、我が国におけるクリーンでフェアなスポー

ツの推進を図り、スポーツの価値の向上に寄与する。 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．災害共済給付の実施と学校安全支援の充実に関する事項 

○ 災害共済給付について、学校の管理下の災害に対し給付を行

う公的制度として、公正かつ適切な給付事務を着実に実施す

るとともに、利用者への一層の制度周知等を行うことによ

り、子ども子育て支援のための新設施設等に対する加入の促

進、利用者の利便性の向上、迅速な給付、業務の効率化等の

改善に取り組む。 

○ 学校安全支援について、給付業務から得られた事故情報を学

校関係者へ分かりやすく提供を行うとともに、関係団体との

新たな連携・協力の下、学校現場における事故防止の取組を

支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 災害共済給付業務の実施において、公正かつ適切な給付を

着実に実施するとともに、子ども子育て支援のための新設施

設等に対する加入の促進、利用者の利便性の向上、迅速な給

付、業務の効率化等の改善に取り組む。 

○ 学校における事故防止のための取組を効果的に支援するた

め、災害共済給付業務の実施によって得られた災害事例等を

整理・分析し、学校関係者等に分かりやすく提供するととも

に、関係団体との新たな連携・協力体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．国内外の情報の分析・提供等に関する事項 

○ 諸外国の政府系スポーツ機関、国際スポーツ団体、国際機関、

及び地方公共団体や国内スポーツ関係団体等とのネットワー

クや海外拠点を活用し、スポーツ参加促進やスポーツを通じ

た国内外の社会の発展等に関する国内外の最新の取組や動

向等の情報を継続的に毎年度 100 件以上収集し、分析した

上で、スポーツ庁、地方公共団体、スポーツ関係団体等に有効

な情報を提供することを通じて、我が国のスポーツ政策とス

ポーツの取組の推進を図る。 

○ 業務の展開に当たっては、国内で開催される大規模国際スポ

ーツイベントを踏まえつつ、中期目標期間を通じて各業務で

着実に成果を創出できるよう、年度毎の優先度を設定して実

施する。 

 

 

 

 

 

○ 我が国のスポーツ政策とスポーツの取組の推進に資するた

め、諸外国の政府系スポーツ機関、国際スポーツ団体、国際機

関及び地方公共団体や国内スポーツ関係団体等とのネットワ

ークや海外拠点を活用し、スポーツ参加促進やスポーツを通

じた国内外の社会の発展等に関する最新の取組や動向等の

情報を収集し、分析した上で、スポーツ庁、地方公共団体、ス

ポーツ関係団体等に提供する。 

 

 

 

 

 

 

― ７ 共通的事項 

― ○ 上記の１から６までに掲げる各事業について、国民の理解促

進及び業務の透明性確保の観点から、情報公開法に基づく情

報提供はもとより、マスメディア、ホームページ及びソーシャ

ルメディア等を活用し、適時適切な情報発信を展開する。 

 

 

【中期目標に定められた評価指標】 

・JSC が行うドーピング防止活動の実施状況や取組内容等につい

て、外部評価会議の点検を受け、フェアプレイに徹するアスリート

を守り、スポーツ競技大会における公正性を確保するために「効

果的」等の高評価を得る。 

・毎年度５つのスポーツ団体に対して継続的なモニタリングやその

結果の共有等を行い、当該団体のスポーツ・インテグリティの保

護・強化に関する理解促進等を図り、スポーツ団体のガバナンス・

コンプライアンスに関する取組等を促進する。 

・ウェブサイトやスポーツ団体ガバナンス支援委員会、スポーツを行

う者を暴力等から守るための第三者相談・調査制度に関する取組

について、利用対象者がいつでも利用可能となるよう安定的に運

用する。 

 

【中期目標に定められた評価指標】 

・中期目標期間の最終年度において、子ども子育て支援新制度開

始（平成27年度）以後に災害共済給付の加入対象となった教育・

保育施設における同制度への加入率を 65％以上とする。 

・中期目標期間の最終年度において、平成29年度の差戻し件数と

比較して 10％削減する。 

・中期目標期間の最終年度において、学校現場に提供している事

故防止のための資料等の活用状況を調査し、80％以上から「活

用している」などの高評価を得る。 

【中期目標に定められた評価指標】 

・JSNの取組や海外スポーツ機関とのネットワーク等から有用であ

ると思われる情報を毎年度 100件以上収集する。 

・JSCが提供した情報が、スポーツ庁をはじめとした関係機関の政

策・施策の立案過程において、有効に活用されたのかを調査し、

毎年度 80%以上から「有効な情報である・やや有効な情報であ

る」などの高評価を得る。 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置 

○ 2020 年東京大会等の大規模国際大会が我が国で開催さ

れることを踏まえ、JSC を取り巻く状況の変化に対応しつ

つ、業務の質の確保に留意し、業務運営や組織体制を見直

すことにより、一般管理費と事業費の合計及び人件費につ

いて、中期目標期間の最終年度において、それぞれ平成 29

年度比 5％以上の削減を図る。 

 

同左 

Ⅲ．財務内容の改善に関する目標を達成するために取るべき措置 

１．予算の適切な管理と効率的な執行等 

○ 業務成果の最大化を実現するため、中期目標期間を通じて適

切な予算配賦を行うとともに、予算の執行状況の一元的な管

理や、定期的かつ適時の予算配賦の見直しなどを行うことに

より、予算を計画的・効率的に執行する。 

 

同左 

２．自己収入の拡大 

○ 自己収入について、中期目標期間の最終年度において、前中

期目標期間の平均に比べ 3％以上の増加を図るため、スポー

ツ施設の使用料収入等を増加することはもとより、新たな自

己収入の拡大方策を取り入れることも含め、多様な財源の確

保に努める。 

 

○ 自己収入について、中期目標を達成するため、スポーツ施設

の使用料収入等を増加することはもとより、新たな自己収入

の拡大方策を取り入れることも含め、中期目標期間中に多様

な財源を確保できるよう、平成 30 年度に作成した自己収入

の拡大のためのロードマップに沿って取組を行う。 

 

３．期間全体に係る予算（人件費の見積りを含む。） ３ 令和元年度の予算（人件費の見積りを含む。） 

４．期間全体に係る収支計画 ４ 令和元年度の収支計画 

５．期間全体に係る資金計画 ５ 令和元年度の資金計画 

Ⅳ．短期借入金の限度額 

○ 業務運営上必要な短期借入金の限度額は、10億円とする。 

 

同左 

Ⅴ．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

○ スポーツ振興基金に充てるため政府が出資した金額について

は、「スポーツ振興基金の取扱いについて」（平成 27 年 9 月

3日付け 27文科ス第 349号）に基づき、国庫納付を行う。 

 

○ スポーツ振興基金に充てるため政府が出資した金額について

は、「スポーツ振興基金の取扱いについて」（平成 27 年 9 月

3日付け 27文科ス第 349号）に基づき、12.5億円を国庫

納付する。 

Ⅵ．重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

○ 重要な財産等を譲渡し、又は担保に供する計画はない。 

 

同左 

Ⅶ．剰余金の使途 

○ 決算において剰余金が生じたときは、次の事項に充てる。 

１ スポーツ施設の保守・改修 

２ スポーツ振興基金助成事業の充実 

３ 情報システム関連の整備 

４ 人材育成 

５ 職場環境の改善 

６ 広報、成果の発表・啓発 

７ 主催事業及び調査研究事業の充実 

 

同左 

Ⅷ．その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 

１．長期的な視野に立った施設整備の実施 

○ 長期的視野に立ったスポーツ施設の整備・修繕計画を作成

し、計画的な整備を行うとともに、整備・修繕計画について

は、随時の更新を行う。また、アンケート調査等により、施設

利用者のニーズを的確に捉えた整備を行うとともに、バリア

フリーへの対応等を図る。 

 

同左 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 



Japan Sport Council  Annual report       13 

２．内部統制の強化  

○ 前中期目標期間において、新国立競技場の整備に係るガバナ

ンス体制の不備が見受けられたこと、及び会計検査院からの

不適切な会計処理について指摘を受けたことを踏まえ、法令

等を遵守するとともに、理事長のリーダーシップの下、役職員

の意識改革や内部統制システムの整備を進める。 

 

○ 内部統制について、情報公開法等国の法令に対するコンプラ

イアンスに特に留意して業務を行い、法人の目的を有効かつ

効率的に果たす観点から、JSC 内の内部統制委員会におい

て内部統制アクションプランの策定及び進捗確認を実施し、

内部統制の更なる充実・強化を図る。 

３．適正な人員配置等 

○ 質の高い業務運営を行い、JSC の目的を確実に達成するた

め、中期目標期間を通じて専門性のある業務を含め必要な人

材の育成・確保に努めるとともに、人員の適正かつ柔軟な配

置を行い、組織の機能を向上させる。 

 

○ JSC を取り巻く環境を踏まえつつ、変容する社会に対応し、

スポーツ振興を通じた新たな価値の創出や社会的課題解決

への貢献を行うため、中長期的な戦略を策定するとともに、

質の高い業務運営を行い、組織の機能を向上させるよう、適

正かつ柔軟な人員配置を行う。 

 

４．情報セキュリティ対策の強化 

○ 情報セキュリティについて、中期目標期間を通じて情報シス

テムに対するサイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的

対応能力を強化する。 

 

○ 情報セキュリティについて、情報システムに対するサイバー攻

撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力を強化する。 

 

５．中期目標の期間を超える債務負担行為  

○ 中期目標期間を超える債務負担については、JSC の業務運

営に係る契約の期間が中期目標期間を超える場合で、当該債

務負担行為の必要性及び資金計画への影響を勘案し、合理的

と判断されるものについて行う。 

○ 中期目標期間を超える債務負担として、次のものについて行

う。 

・特定業務における経費の支払に係る長期借入金の一部 

 

 

６．積立金の使途 

○ 前中期目標期間の最終年度における積立金残高のうち、文部

科学大臣の承認を受けた金額については、独立行政法人日

本スポーツ振興センター法（平成 14 年法律第 162 号）に定

める業務の財源に充てる。 

同左 

 

 

 

 

  ※表中の表記は、中期計画及び年度計画に記載されている表記としています。 

 

 

 

 

 

 

  

WEB 中期計画 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/127/Default.aspx 

 
WEB 年度計画 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/128/Default.aspx 

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 



Japan Sport Council  Annual report   14 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナンスの状況 
ガバナンスの体制は以下のとおりです。なお、平成 26 年の独立行政法人通則法の一部改正等を踏まえ、役員会の運営方法

の見直しや内部統制委員会の設置等を通じて、JSC の役職員の職務の執行が独立行政法人通則法などの関係法令に適合する

ための体制その他 JSC の業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）を整備し、JSC のミッションを効率的かつ効

果的に達成していく体制を構築しています。また、内部統制機能の有効性をチェックするため、会計監査人の監査のほか、外部

有識者からなる運営点検会議を設け、定期的なモニタリング等を実施しております。 

内部統制システムの整備の詳細につきましては、業務方法書をご覧ください。 

                                    

 

 

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 

持続的に適正なサービスを提供するための源泉 

JSC は、スポーツの力により、よりよい未来を育てるため、外部有識者により構成される「運営点検会議」のモニタリングを

受けるなど、持続的に適正なサービスを提供するための内部統制システムを整備するとともに、様々な源泉の有機的な活用

を進めてまいります。 

WEB 業務方法書 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/125/Default.aspx 
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運営点検会議の設置 

平成 26 年度業務実績評価における文部科学大臣からの指摘を踏まえ、平成 27 年度より、理事長によるガバナンスに関す

る点検や必要な助言を得ることを目的に、外部有識者による運営点検会議を設置しています。 

 

＜運営点検会議 委員一覧＞ ◎委員長  ○委員長代理     

委員名 肩  書 

朝日 ちさと 東京都立大学 教授 

○ 伊丹 俊彦 弁護士 

大隈 暁子 公認会計士 

芝 昭彦 弁護士 

◎ 髙橋 德行 トヨフジ海運株式会社アドバイザー／元トヨタ自動車株式会社常務 

中屋 祐司 一般社団法人共同通信社 専務理事 

松下 浩二 株式会社 VICTAS 代表取締役社長／一般社団法人Ｔリーグ 前チェアマン 

（五十音順・敬称略  肩書は令和３年３月 31日時点） 

 

 

 

 

 

 

役員等の状況 
 

役員の状況 

役職 氏名 任期 担当 経歴 

理 事 長 芦 立  訓  自 令和 3 年 1 月 1 日 

至 令和5年3月31日 

（ 1  期  目 ） 

 昭和 60 年  4 月 

平成 30 年 10 月 

令和  2 年  7 月 

令和  3 年  1 月 

文部省採用 

文部科学審議官 

文部科学省退職 

JSC理事長 

理  事 岸  千 秋 自 令和元年 10 月 1 日 

至 令和3年9月30日 

（ 1  期  目 ） 

経営戦略室、総務

部、財務部、国立登

山研修所業務担当 

昭和 54 年 4 月 

平成 30 年 2 月 

令和元年 10 月 

国立競技場採用 

JSC総務部長 

JSC理事 

理  事 松坂 浩史 自 令和 2年 10月 1日 

至 令和3年9月30日 

（ 1  期  目 ） 

施設整備室、国立競

技場、スポーツ博物

館及びスポーツ振興

事業部の業務 

平成  6 年 10 月 

平成 31 年  4 月 

令和  2 年  9 月 

令和  2 年 10 月 

文部省採用 

高等局私学行政課長 

文部科学省退職（役員出向） 

JSC理事 

理  事 勝 田  隆 自 令和元年 10 月 1 日 

至 令和3年9月30日 

（ 3  期  目 ） 

情報・国際部、ハイパ

フォーマンススポー

ツセンター及びスポ

ーツ・インテグリテ

ィ・ユニットの業務 

平成 16 年 4 月 

平成 23 年 4 月 

 

平成 25 年 4 月 

 

平成 29 年 1 月 

 

平成 29 年  7 月 

仙台大学体育学部教授 

筑波大学スポーツ R&D コア主幹研究員・

客員教授 

独立行政法人日本スポーツ振興センター

採用 

ハイパフォーマンスセンター長 

（ほか：国立スポーツ科学センター長等） 

JSC理事 

理  事 大西 達也 自 令和 2年 12月 1日 

至 令和3年9月30日 

（ 1  期  目 ） 

広報室及び学校安全

部の業務 

平成 元 年 4 月 

 

平成 30 年 6 月 

 

 

 

令和  2 年 11 月 

令和  2 年 12 月 

日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資

銀行）入行 

株式会社日本政策投資銀行地域企画部 

審議役  

一般財団法人日本経済研究所 常務理事

（出向） 

株式会社日本政策投資銀行 退職 

JSC理事 

WEB 運営点検会議 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/775/Default.aspx 

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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監  事 

(常勤 ) 

小林 順治 

 

自 平成 30年9月 1日 

至  令和 4 事業年度 

  財 務諸表 承認日 

（ 2  期  目 ） 

 昭和 53 年 4 月 

昭和 57 年 4 月 

平成 元 年 4 月 

平成 28 年  8 月 

上智大学経済学部経営学科専任講師  

上智大学経済学部経営学科助教授 

上智大学経済学部経営学科教授 

JSC監事 

監  事 

(非常勤) 

大橋 玲子 自 平成 30年9月 1日 

至  令和 4 事業年度 

  財 務諸表 承認日 

（ 2  期  目 ） 

 平成 3 年 10 月 

 

平成 21 年 7 月  

平成 26 年 6 月 

平成 27 年 10 月 

センチュリー監査法人（現 EY 新日本 

有限責任監査法人）入所 

大橋公認会計士事務所所長 

監査法人八雲代表社員（現任） 

JSC監事 

（令和３年３月３１日現在） 

 

 

 

会計監査人の名称 

EY新日本有限責任監査法人 

 

 

職員の状況 
常勤職員は、令和２年度末現在 398人（前期末比 6人減、1.5％減）であり、平均年齢は 42．38歳（前期末 42．76歳）と

なっています。 

 

 

 

重要な施設等の整備等の状況 
 

当事業年度中に完成した主要な施設等 

国立代々木競技場第二体育館（耐震改修等工事） 

（取得価額 2,968百万円） 

ナショナルトレーニングセンター（屋内トレーニングセンター・イースト駐車場等追加整備工事） 

（取得価額 73百万円） 

国立スポーツ科学センター（機械設備（空調）改修工事） 

（取得価額 416百万円） 

 

当事業年度において継続中の主要な施設等の新設・拡充 

該当なし 

 

当事業年度中に処分した主要な施設等 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 

WEB 役職員の状況 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/67/Default.aspx 

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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純資産の状況 
 

資本金の状況 

（単位：百万円） 

 

 

 

 

当期減少額は中期計画に基づきスポーツ振興基金のうち 1,250百万円を国庫納付したものです。 

 

 

目的積立金等の状況 

令和２年度の当期総利益について、目的積立金の申請は行いませんでした。 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 47百万円は、スポーツ振興基金助成事業等に充てるため、平成 30年 6月 29日付け 

にて主務大臣から承認を受けた 1,548百万円のうち 47百万円について取り崩したものです。 

 

 

  

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金 258,605 - 1,250 257,355 

資本金合計 258,605 - 1,250 257,355 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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財源の状況 
 

財源の内訳 

（単位：百万円）                                                                                         

区分 金額 構成比率（％） 

運営費交付金 21,614 11.9％ 

国庫補助金等 2,751 1.5％ 

自己収入 120,875 66.4％ 

準備金戻入 23,026 12.7％ 

長期借入金等 10,901 6％ 

その他収入 2,438 1.3％ 

積立金取崩額 398 0.2％ 

合計 182,002 100％ 

（注） 各金額と合計の数字は四捨五入の関係で一致しません。 

 

 

自己収入に関する説明 

（単位：百万円）                                                                                         

 収入額 概要 収入先 

基金運用収入 224 政府出資金及び民間出えん金を基にした

資金運用による収入 

金融機関等 

国立競技場等運営収

入 

762 国立競技場、国立代々木競技場、秩父宮ラ

グビー場におけるスポーツイベント等の施

設利用等による収入 

スポーツ競技団体等 

国立スポーツ科学セン

ター運営収入 

221 国立スポーツ科学センターにおける施設利

用及びスポーツ診療事業等による収入 

スポーツ競技団体等 

NTC運営収入 570 ナショナルトレーニングセンターにおける施

設利用及びネーミングライツ等による収入 

スポーツ競技団体、民

間企業等 

国立登山研修所運営

収入 

4 国立登山研修所で実施する研修会におけ

る施設利用等による収入 

都道府県教育委員会、

各山岳関係団体等の各

種団体・個人等 

スポーツ及び健康教育

普及事業収入 

52 国立代々木競技場における各種スポーツ

教室等の収入 

民間企業、個人等 

スポーツ振興投票事業

収入 

102,237 スポーツ振興投票券の販売等による収入 スポーツ振興投票券の

購買者等 

共済掛金収入 16,805 災害共済給付及び免責特約に係る共済掛

金による収入 

学校や保護者等 

合計 120,875  

 

 

  

  

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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社会及び環境への配慮等の状況 
JＳCは、社会及び環境への配慮として、以下のような取組を行っております。 

 

環境配慮方針 

JSC は、地球環境の保全が、人類共通の重要な課題の一つであること、また設立目的である「スポーツの振興と児童生徒等

の健康の保持増進を図ることで、国民の心身の健全な発達に寄与すること」を達成するためには欠かすことのできない重要な

要素の一つであることを認識し、基本方針に沿って、着実かつ継続的に地球環境の保全に取り組みます。 

 

 

 

「子供の権利とスポーツの原則」に関する取組 

『子どもの権利とスポーツの原則』とは、ユニセフ（国連児童基金）と日本ユニセフ協会が

『子どもの権利条約』が誕生した日に合わせ、真に子供の健全で豊かさに充ちた成長を支え

るスポーツを実現するために、スポーツに関わるすべての大人が協力して取り組むための新

たな指針として、平成３０年１１月２０日に発表したものです。 

ユニセフとして初めて、スポーツにおける子供の権利を謳う本原則は、JSC を含めた国内

外の専門家と連携して作成を進めてきたものです。 

JSC は、基本理念やビジョン、行動指針に則り、事業活動を通じて、本原則が掲げる理念

の実現に貢献してまいります。特に、国際的な活動やスポーツ・インテグリティ（誠実性・高潔

性・健全性）の保護・強化への取組、学校安全に関する取組など、スポーツ界唯一の政府系機

関として、各事業を通じて貢献できる面は大きいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

「ブライトン・プラス・ヘルシンキ２０１４宣言」への署名 

JSC は、男女平等を土台として持続可能なスポーツ文化を創出することをビジョンとする「国際女性スポーツワーキンググル

ープ（International Working Group on Women and Sport）」が発表する、2014年に見直しが行われた女性スポー

ツ発展のための国際的な戦略「ブライトン・プラス・ヘルシンキ 2014宣言」に、スポーツ庁等とともに署名しています。 

 

 

 

 

その他源泉の状況 
我が国のスポーツ振興の中核機関として政策実施機能を的確に発揮するため、以下に掲げる取組が、法人の強みや基盤を維

持・創出していくための主要な源泉であると捉えております。 

 

関係機関との連携・協働 

JSC の目的を達成するためには、スポーツや学校安全等の様々な関係機関との連携・協働が重要であると考えており、国内

外のスポーツ関係団体や地方公共団体、教育関係機関等とのネットワークを充実させることで、業務成果の最大化を図っており

ます。 

 

情報資産の積極的な活用 

JSC の各事業を通じて得られた様々な情報（スポーツ医・科学研究成果、スポーツの国内外の動向、学校事故防止、安全登山

等）について、セキュリティ等の安全面に留意した上で効果的に関係者へ提供することで、様々な取組の発展に寄与しています。 

  

WEB 環境配慮方針 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/421/Default.aspx 

 

子どもの権利とスポーツの原則に関する取組

https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/421/Default.aspx 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/911/Default.aspx 

WEB 

WEB ブライトン・プラス・ヘルシンキ 2014宣言【スポーツ庁 HP】 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop11/list/1387282.htm   

 

                                                         

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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リスク管理の状況 
 

リスク管理方針 

JSC においては、「リスク管理」を「将来において発生が予想される事象であって、JSC の業務実施を阻害する可能性がある

要因に対して、事前にリスクとして識別・分析・評価し、当該リスクへの適切な対応及び損失の最小化を図る措置を行うための組

織的活動」と定義しています。 

また、リスク管理の目的を以下に定め、JSCの継続的かつ安定的な業務の遂行・発展を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リスク管理体制 

■平常時におけるリスク管理 

リスク管理委員会において「リスク管理基本計画」を策定し、当該計画に基づき、担当部署においてリスクの再評価を行い、

優先的に対応すべきリスクを選定し「リスク管理アクションプログラム」を策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

業務運営上の課題・リスク及びその対応策 

JSC は、スポーツの力により、よりよい未来を育てるため、リスク管理方針を定め、その運用体制を構築し、取り巻く環境の変

化に迅速かつ的確に対応してまいります。また、リスク管理委員会を定期的に開催し、その推進状況をモニタリングしてまいり

ます。 

 JSCの存在価値及び社会的評価の維持・向上 

 継続的かつ安定的な業務の遂行 

 国民からの信頼性の維持・向上 

 役職員の安全確保、健康確保 

 資産の保全 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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■緊急時における危機対応 

事象が発生した場合、それが危機（又は危機の前兆）であるかどうか即時に見極め、危機と認識した場合（判断に迷う場合も

含む。）は、直ちに、組織としての情報の共有化を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リスクへの対応策の状況等 
組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応状況については、リスク管理委員会において「リスク管理基本計画」

を策定し、当該計画に基づき、担当部署においてリスクの再評価を行い、優先的に対応すべきリスクを選定し「リスク管理アクシ

ョンプログラム」を策定しています。 

リスク対策の実施状況については、リスク管理委員会において定期的に検証・フォローを行い、着実に実施しています。令和 2

年度のリスク管理委員会の開催状況は以下のとおりです。 

 

＜令和 2年度リスク管理委員会の開催状況＞ 

回数 日付 議題 

第 1回 令和 2年 6月 25日 
令和元年度リスク管理取組報告、 

令和 2年度リスク管理基本計画の策定 等 

第 2回 令和 2年 8月 14日 令和 2年度リスク管理アクションプログラムの策定 等 

第 3回 令和 2年 8月 25日 「情報セキュリティリスク」に関するリスク管理の在り方見直し 

第 4回 令和 2年 12月 11日 令和 2年度リスク管理アクションプログラム実施状況（中間）確認 等 

第 5回 令和 3年 3月 12日 
令和2年度リスク管理アクションプログラムの実施状況（３月末時点見込

み）の確認、リスクの再評価、令和 3年度リスク管理基本計画の策定 等 

 

 

 

 

 

 

 

  

WEB リスク管理 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/795/Default.aspx 

 

WEB 業務方法書 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/125/Default.aspx 

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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各種スポーツの国際大会やイベント等を開催するスポーツ施設の管理・運営を行っています。また、登山に関する指導者

等の養成及び情報提供業務を行う「国立登山研修所」、そしてスポーツ文化の歴史と伝統を伝える「秩父宮記念スポーツ博

物館・図書館」の管理運営業務を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ハイパフォーマンススポーツセンター（HPSC）は、オリンピック競技とパラリンピック競技を一体的に捉え、国立スポーツ

科学センター（JISS）と味の素ナショナルトレーニングセンター（NTC）が持つスポーツ医・科学研究、スポーツ医・科学・情

報サポート及び高度な科学的トレーニング環境を提供し、各種スポーツ資源の開発等を行います。このような取組を通じ、

国内外のハイパフォーマンススポーツの強化に貢献しています。 

 

 

 

 

業績の適正な評価の前提情報 

JSCは、スポーツの力により、よりよい未来を育てるため、「スポーツ施設運営事業」等、6つの事業をまとまりとして、それ

ぞれの事業特性に応じた取り組みを推進してまいります。 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 

スポーツ施設運営事業 

国際競技力向上事業 
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スポーツ振興助成事業 
我が国のスポーツの国際競技力の向上、地域におけるスポーツ環境の整備・充実など、スポーツの普及・振興を図るた

め、スポーツ振興事業助成（スポーツ振興基金助成、スポーツ振興くじ助成及び競技力向上事業助成等）を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 
JSCでは、2014年から「スポーツ・インテグリティ・ユニット」を設置し、ガバナンス欠如、暴力、ドーピング等の様々な脅

威から、Sport Integrity（スポーツにおける誠実性・健全性・高潔性）を守る取組を実施しています。 

 

 

 

 

 

  

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 

スポーツ振興助成事業 

スポーツ・インテグリティの保護・強化事業 
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学校の管理下における児童生徒等の災害に関する医療費等の給付並びに災害を未然に防止するための学校安全支援

に関する調査研究、研究成果の公表及び普及活動を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
スポーツ基本法及びスポーツ基本計画の趣旨に則り、日本のスポーツ推進のために必要な情報を扱う中枢機関として、

国内外の情報を統合・分析し、日本のスポーツ政策・施策の検証・提案を行っています。 

 

  

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 

WEB 各事業概要 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/gyoumu/tabid/124/Default.aspx 

 

災害共済給付及び学校安全支援事業 

情報の分析・提供事業 
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令和２年度の業務実績とその自己評価 
令和２年度は、1 年延期された東京２０２０大会に向け、令和元年度に引き続き重要な時期と位置付け、かつ、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため、安全・安心な施設運営等社会の環境変化に対応した取組を進めてまいりました。 

各業務の具体的な取組結果と行政コストとの関係の概要については以下のとおりです。詳細につきましては、令和２年度業務

実績報告書（自己評価）をご覧ください。 

 

                                                                     （単位：百万円） 

番号 項 目 
令和２年度

自己評価 
行政コスト 

Ⅰ １ 
スポーツ施設の管理運営、並びにスポーツ施設を活用した 

スポーツの振興等 B 2,732 

Ⅰ ２ 国際競技力向上のための取組 Ａ 8,929 

Ⅰ ３ スポーツ振興のための助成財源の確保と効果的な助成の実施 S 123,093 

Ⅰ ４ スポーツ・インテグリティの保護・強化 B 141 

Ⅰ ５ 災害共済給付の実施と学校安全支援の充実 Ａ 1,840 

Ⅰ ６ 国内外の情報の分析・提供等 Ａ 279 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 Ｂ ― 

Ⅲ 1・2 予算の適切な管理と効率的な執行等／自己収入の拡大  Ｂ ― 

Ⅷ １ 長期的視野に立った施設整備の実施 B ― 

Ⅷ 2 内部統制の強化 Ｂ ― 

Ⅷ 3 適切な人員配置等 Ｂ ― 

Ⅷ 4 情報セキュリティ対策の強化 Ｂ ― 

(注)行政コストとは、独立行政法人のアウトプットを産み出すために使用したフルコストの性格を有するとともに、

独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの算定基礎を示す指標としての性格を有す

るものです。 

 

 

 

      

 

業務の成果と使用した資源との対比 

JSC は、スポーツの力により、よりよい未来を育てるため、法人に設置した「自己評価委員会」など、部署横断的な会議開催

を通じ、業務の実施状況を的確に把握し、目標達成に向けたプロセスを把握することにより、適切な業務の進捗管理をして

まいります。 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 

WEB 業務実績報告書（自己評価） 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/129/Default.aspx 
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【業務実績と評定区分の関係】 
Ｓ： 当該法人の業績向上努力により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認め

られる（定量的指標の対中期計画値（又は対年度計画値）が 120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認めら

れる場合、又は定量的指標の対中期計画値（又は対年度計画値）が 100％以上で、かつ中期目標において困難度が「高」とさ

れており、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ： 当該法人の業績向上努力により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標の

対中期計画値（又は対年度計画値）が 120％以上、又は定量的指標の対中期計画値（又は対年度計画値）が 100％以上で、

かつ中期目標において困難度が「高」とされている場合）。 

Ｂ： 中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の

100％以上）。 

Ｃ： 中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の

80％以上 100％未満）。 

Ｄ： 中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期

計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要

があると認めた場合）。 

 

 

 

 

 

 

 

主務大臣による過年度の総合評定の状況 
第 4 期中期目標期間（平成 30 年 4月 1日～令和 5 年 3月 31日）における、文部科学大臣による総合評定の状況は以下

のとおりです。 

 

区分 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和３年度 令和 4年度 

評定 B A ― ― ― 

理由 
（令和元年度） 

全体として中期計画に定められた以上の業務の進捗が認められるため。 

  

 

 

 

【業務実績と評定区分の関係】 

Ｓ： 当該法人の業績向上努力により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られ

ていると認められる。 

Ａ： 当該法人の業績向上努力により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

Ｂ： 全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 

Ｃ： 全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。 

Ｄ： 全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 

  

WEB 独立行政法人の評価に関する指針【総務省ＨＰ】 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000605565.pdf  

 

WEB 主務大臣による評価 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/131/Default.aspx 

 

WEB 独立行政法人の評価に関する指針【総務省ＨＰ】 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000605565.pdf  

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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（単位：百万円） 

区分 予算 決算 差額理由 

収入    

 運営費交付金 19,570 21,614 令和 2年度補正予算（第 3号）による増 

 施設整備費補助金 300 437 令和 2年度補正予算（第 1号）による増 

 災害共済給付補助金 2,324 2,314  

 基金運用収入 110 224 不要財産の国庫納付に係る譲渡収入の増 

 国立競技場等運営収入 926 762 施設利用の減 

 国立スポーツ科学センター運営収入 383 221 施設利用の減 

 ナショナルトレーニングセンター運営収入 791 570 施設利用料の減額による減 

 国立登山研修所運営収入 2 4 消防庁からの業務請負による増 

 スポーツ及び健康教育普及事業収入 58 52 イベント実施取止めによる協賛金収入等の減 

 スポーツ振興投票事業収入 97,535 102,237 投票券発売収入の増 

 共済掛金収入 16,849 16,805  

 スポーツ振興投票事業準備金戻入 17,943 14,026 助成事業費の減 

 特定業務特別準備金戻入 10,000 9,000 準備金充当事業の減 

 長期借入金等 10,600 10,901 法改正対応の先行実施等による増 

 受託事業収入 3,170 2,030 スポーツ庁委託事業の契約延長による減 

 寄附金収入 18 10 寄附金付き自動販売機に係る寄附の減 

 営業外収入 160 204 事務所貸付料収入等の増 

 利息収入 26 53 効率的な運用による増 

 その他収入 2 140 過年度助成金の返還金等による増 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 16 43 事業量の増に伴う積立金取崩額の増 

独立行政法人日本スポーツ振興センター法 

第 24条第 4項による積立金取崩額 
1,311 153 システム更改の減 

 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 

附則第 8条の 6による積立金取崩額 
- 201 積立金の取崩しによる 

合計 182,094 182,002  

支出    

 業務経費 60,862 51,751  

  うち、人件費 3,506 3,326 人員配置等の調整による減 

新国立競技場整備事業費 310 284  

国立代々木競技場耐震改修等工事費 3,064 2,999  

ナショナルトレーニングセンター拡充

整備用地取得等費 
- 85 工期変更に伴う支出時期の変更による増 

国立競技場等運営費 2,558 1,704 次年度へ業務の繰越による減 

国立スポーツ科学センター運営費 1,513 1,947 予算配分の変更に伴う増 

ナショナルトレーニングセンター運営

費 
2,160 1,416 予算配分の変更に伴う減 

国立登山研修所運営費 33 36  

スポーツ振興基金事業費 438 691 事業量の増 

競技力向上事業費 9,827 6,144 次年度へ業務経費の繰越による減 

予算と決算との対比 

JSC は、スポーツの力により、よりよい未来を育てるため、予算の管理及び執行については、既存業務の見直しを踏まえた

予算配賦を行っています。また、年度途中においては定期的な執行状況の取りまとめ、見直しを行うこと等により予算の適

切な管理に努めるとともに、計画的・効率的な執行を行ってまいります。 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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スポーツ活動環境公正化事業費 111 86 事業量の減 

スポーツ及び健康教育普及事業費 998 1,017  

スポーツ振興投票業務運営費 18,401 17,993 節約による減 

スポーツ振興投票助成事業費 17,943 14,026 事業量の減 

 給付金 18,432 14,398 医療費等の減 

 受託事業費 3,170 1,825 スポーツ庁委託事業の契約延長による減 

 一般管理費 2,042 1,803  

  うち、人件費 982 759 人員配置等の調整による減 

物件費 1,060 1,044  

 施設整備費 300 437 事業量の増 

 文化芸術振興費 - 8 文化庁補助事業の実施による 

 払戻返還金 48,500 50,856 投票券発売収入の増に伴う増 

 国庫納付金 5,346 6,123 投票券発売収入の増に伴う増等 

 スポーツ振興投票事業準備金繰入 16,038 17,164 投票券発売収入の増に伴う増 

 特定業務特別準備金繰入 9,700 10,171 投票券発売収入の増に伴う増 

 事業外支出 15,366 15,366  

うち、借入金等償還 15,083 15,083  

     支払利息 283 283  

 予備費 169 - 次年度への繰越による 

合計 179,927 169,903  

（注）各積算と合計の数字は四捨五入の関係で一致しないことがあります。 

 

 

  
WEB 決算に関する情報 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/zaimu/tabid/194/Default.aspx 

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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当事業年度末における資産の大半は土地、建物などの事業の用に供する固定資産です。資産残高は 485,879 百万円

と、前年度末比 84百万円増（0％増）となっています。 

当事業年度末の負債残高は 212,762 百万円と、前年度末比 2,539 百万円減（1％減）となっています。これは、長期

借入金が 6,260百万円減（9％減）となったことが主な要因です。 

（単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 99,591 流動負債 60,617 

現金及び預金(*1) 89,123 運営費交付金債務 8,007 

有価証券 

未収金 

引当金見返 

その他 

固定資産 

有形固定資産 

無形固定資産 

投資その他の資産 

 投資有価証券 

 引当金見返 

その他 

3,800 

4,992 

313 

1,364 

386,287 

368,567 

8,906 

8,814 

4,445 

4,288 

81 

短期借入金 

一年以内返済予定長期借入金 

未払金 

引当金 

支払備金 

その他 

固定負債 

資産見返負債 

リース債務(長期) 

長期借入金 

引当金 

その他 

法令に基づく引当金等 

スポーツ振興投票事業準備金 

特定業務特別準備金 

8,161 

9,000 

23,683 

348 

6,074 

5,344 

111,348 

41,057 

5,163 

60,000 

4,535 

593 

40,796 

30,241 

10,555 

 負債合計 212,762 

  純資産の部(*2) 金額 

  資本金 257,355 

  政府出資金 257,355 

  資本剰余金 -39,126 

  利益剰余金 54,888 

純資産合計 273,117 

資産合計 485,879 負債・純資産合計 485,879 

 

 

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 

財務諸表の要約 

JSCは、適正な会計処理に基づき財務諸表を作成し、適切な財務情報を提供してまいります。 

令和 2事業年度決算の概要 

＜ポイント＞ 

■スポーツくじの売上は、新型コロナウイルス感染拡大の状況の中、販売機会の確保に努めたこと等により、約

1,017億円となり、3年ぶりに 1,000億円を超えました。 

貸借対照表 
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当事業年度の行政コストは 161,841百万円と、前年度比 25,611百万円減（14％減）なっています。これは経常費用

が前年度比 27,330百万円減（18％減）したことが主な要因です。 

                                   （単位：百万円） 

 金額 

損益計算書上の費用 153,707 

経常費用(*3) 126,322 

臨時損失(*4) 27,386 

その他行政コスト(*5) 8,134 

行政コスト合計 161,841 

 

 

 
当事業年度の経常費用は 126,322百万円と、前年度比 27,330百万円減（18％減）となっています。これは、スポー

ツ振興投票助成事業費が前年度比 12,627 百万円減（47％減）、特定業務勘定経費が前年度比 10,746 百万円減

（79％減）、競技力向上事業助成費が 3,006百万円減（38％減）となったことが主な要因です。 

経常収益は 142,135 百万円と、前年度比 3,162 百万円減（2％減）となっています。これは、前事業年度には多額の

消費税等の還付収入 4,222 百万円（当事業年度 47 百万円）や新国立競技場整備事業に係る都道府県整備負担金収入

3,739百万円（当事業年度実績なし）があったこと、及び運営費交付金収益が前年度比 1,924百万円減（12％減）、国立

代々木競技場等の施設運営収入が前年度比 857 百万円減（36％減）、スポーツ振興投票事業収入が 7,912 百万円増

（8％増）となったことが主な要因です。 

当期総利益 11,902 百万円は、特定業務特別準備金を長期借入金の返済に使用（戻入）したことにより生じた特定業務

勘定の利益（6,922百万円）及び給付金の減により生じた災害共済給付勘定の利益（5,329百万円）が主な要因です。               

 

（単位：百万円） 

 金額 

経常費用(*3) 126,322 

  業務経費 124,058 

    投票勘定業務経費 88,752 

    災害共済給付勘定業務経費 14,398 

    特定業務勘定業務経費 2,787 

    一般勘定業務経費 13,291 

    人件費 4,831 

  一般管理費 1,805 

    人件費 1,078 

    その他 727 

  財務費用 453 

  雑損 5 

経常収益 142,135 

  投票勘定収益 102,237 

  災害共済給付勘定収益 18,874 

  免責特約勘定収益 245 

  一般勘定収益 

  支払備金戻入 

17,509 

1,230 

  資産見返負債戻入 1,620 

  財務収益 53 

  雑益 366 

臨時損失(*4) 27,386 

臨時利益 23,074 

前中期目標期間繰越積立金取崩額等 401 

当期総利益(*6) 11,902 

行政コスト計算書 

損益計算書 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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当事業年度の変動額について、資本金が 1,250 百万円減少していますが、これはスポーツ振興基金（政府出資分）を国

庫納付したことによるものです。 

また、資本剰余金の 505 百万円は、施設費による固定資産の取得 472 百万円及びスポーツ振興基金の民間出えん金

の受入 28 百万円等によるものであり、利益剰余金の－401 百万円は、前中期目標期間繰越積立金等の取崩しによるも

のです。 

 

（単位：百万円） 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 純資産合計 

当期首残高 258,605 -31,498 43,387 270,494 

当期変動額 -1,250 -7,629 11,502 2,623 

その他行政コスト(*5)  ‐8,134  ‐8,134 

当期総利益(*6)   11,902 11,902 

その他 -1,250 505 -401 -1,146 

当期末残高(*2) 257,355 ‐39,126 54,888 273,117 

 

 

  
当事業年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 20,128 百万円と、前年度比 13,246 百万円減となっています。こ

れは、補助金等収入が 39,218百万円減となったことが主な要因です。 

投資活動によるキャッシュ・フローは－14,103百万円と、前年度比34,874百万円増となっています。これは、固定資

産の取得による支出が 65,248百万円減となったことが主な要因です。 

財務活動によるキャッシュ・フローは-7,429百万円と、前年度比23,868百万円減となっています。これは、長期借入

による収入が 15,740百万円減となったこと及び長期借入金の返済による支出が 9,000百万円増となったことが主な

要因です。 

 

（単位：百万円） 

 金額 

業務活動によるキャッシュ・フロー 20,128 

投資活動によるキャッシュ・フロー ‐14,103 

財務活動によるキャッシュ・フロー ‐7,429 

資金に係る換算差額 -2 

資金増加額(又は減少額) ‐1,405 

資金期首残高 40,341 

資金期末残高(*7) 38,936 

 

(参考)資金期末残高と現金及び預金との関係 

                                         (単位：百万円) 

 金額 

期末資金残高(*7) 38,936 

定期預金 50,187 

現金及び預金(*1) 89,123 

 

(注)財務諸表内の(*)は各科目・項目の対応関係を示しています。 

（注）各積算と合計の数字は四捨五入の関係で一致しないことがあります。 

  

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 

WEB 決算に関する情報 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/zaimu/tabid/194/Default.aspx 

 

純資産変動計算書 

キャッシュ・フロー計算書 
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JSCは、業務方法書において業務の適正な遂行を確保するための体制の整備に関する事項を定めておりますが、具体的には

以下のような取組を通じて、推進しています。 

 

 

業務運営に係る経営方針の明確化 
 

理事長による経営方針等の説明 

経営方針説明会の実施 

令和 2 年 4 月 1 日に全役職員に向け収録した映像を配信することで、その後の緊急事態宣言下において連続的に在宅勤務

となることを見据え、組織としての一体感の醸成を図りました。 

 

新理事長就任に伴う年頭あいさつの開催 

令和 3 年 1 月の新理事長就任に伴い、全役職員に向けた就任及び年頭あいさつを実施

しました。当日参加できなかった職員に対しては、社内報において、収録した映像及び説明

内容を即座に共有しました。 

 

幹部ミーティングの開催 

令和 3年 1月以降の緊急事態宣言下において、役員及び各支所を含む全部長職が参加する幹部ミーティングをリモートで開

催しました。経営課題を速やかに共有することで、幹部職員の一体感を醸成し、緊急時における業務運営の円滑化を図りました。 

 

 

コミュニケーションの活性化 

ＪＳＣクロスミーティングの実施 

理事長と職員が対面でコミュニケーションをとる機会として、令和 2年度も「JSCクロスミ

ーティング」を定期的に開催し、若手職員が実際に働いて感じていることや職場の雰囲気、人

に優しい組織づくりについて意見を交わすことなどを通じて、風通しの良い組織風土づくり

を推進しました。 

 

 

適切な意思決定の遂行 

業務方法書第 43 条第 4 項第 4 号の規定に基づき、理事長の意思決定を補佐するための役員会を開催し、重要事項に関す

る審議・報告を行いました（令和２年度は計２４回開催）。 

また、毎週定期的に役員ミーティングを開催し、重要事項が事前に共有されることで、役員会において迅速かつ適切な審議を

行うとともに、役員会の資料や議事概要についてはイントラネットに掲載し、全役職員に共有しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部統制の運用に関する情報 

JSC は、構築した内部統制システムを効率的に運用するとともに、理事長のリーダーシップのもと、経営方針説明の実施や

職員とのコミュニケーションの活性化を行い、職員一人ひとりが内部統制の担い手であるという自覚を促す取組を進めて

まいります。 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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内部統制に対する職員への理解促進 

 

研修の企画・実施 

内部統制の理解度や意識度を向上させるために、令和 2 年度の新たな取組として、e ラーニングシステムを活用した研修を

実施し、７１０名が受講しました。 

 

    

職員意識調査の実施 

JSC では、独自の取組として、全職員を対象に、内部統制に関する意識や職場の状況を把握するための調査を実施していま

す。令和２年度においては、これまでの調査結果を総括し、調査内容を見直した上で、職員意識調査を実施しました（実施期間： 

令和２年 12 月１４日～令和３年１月１５日 ／ 対象者： 役員を除く全職員（８０６名） ／ 回答数： ６４８名（回答率８０％））。調

査結果の速報値を運営点検会議に報告するとともに、前年度調査で得られた結果を分析し、職員からの多様な意見を各部署に

フィードバックすることで、業務の改善に活用しました。 

   

 

 

 

業務が適正かつ効率的、効果的に行われていることのモニタリング 
 

監査の実施 

毎年度策定する計画に基づき、監事監査及び監査室監査を行い、業務が適正かつ効率的、効果的に行われているかを検証し

ました。監査の結果に対しては、是正改善等の対応を適切に行いました。 

 

 

自己評価委員会の開催 

業務の実施状況を把握し、的確に遂行することを目的として、理事長を委員長とする自己評価委員会を定期的に開催し、業務

の進捗等を部署横断的に確認しました。 

令和 2 年度においては 3 回開催し、業務の実施過程における懸案事項の共有や、目標達成に向けたプロセス等を把握しまし

た。 

 

 

入札・契約に関する事項 

  「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」(平成 27年 5月 25日総務大臣決定)の趣旨を踏まえ、監

事及び外部有識者から構成される契約監視委員会を設置しています。令和 2年度においては委員会を 1回開催、書面での審

議を 2回実施し、令和 2年度調達等合理化計画の策定及び令和元年度調達等合理化計画の自己評価の際の点検や、随意契約

事由の妥当性、競争性の確保等についての個々の契約案件等の点検を行いました。 

  「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年 10月 18日閣議決定)の趣旨を踏まえ、外

部有識者から構成される入札監視委員会を設置しています。令和 2年度においては書面での審議を 2回実施し、建設工事及

び設計・コンサルティング業務の入札及び契約の状況について審議を行いました。 

 

 

予算の適正な配分 

予算執行状況の一元的な管理や、定期的な予算配賦の見直し等を通じて、予算を計画的・効率的に執行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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内部統制強化に関する取組 
「内部統制に関する 5年間を見据えた基本方針」に基づき、令和２年度のアクションプランや進捗管理のためのスケジュール

を作成し、アクションプランに記載した事項を着実に実施するとともに、内部統制委員会において適切な進行管理に努めまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、運営点検会議（ｐ15参照）において進捗状況の確認等を行い、必要な助言を受けながら、計画的に内部統制を推進しま

した。 

 

 

  

WEB 業務方法書 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/125/Default.aspx 

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 

＜第４期中期目標期間における内部統制推進に関する基本方針＞ 

JSC の第 4 期中期目標期間は、東京２０２０大会等の大規模国際競技大会の開催を控えた重要な時期であ

ると同時に、その後においても、日本のスポーツ界における中核的な拠点としての政策実施機能を的確に発揮

していくため、中期目標を踏まえた適切な業務運営を行うとともに、内部統制の取組の推進を図ります。 

具体的な取組は以下のとおりです。 

１．役職員の意識向上 

研修や役職員の意見交換を通じて、内部統制の意義や重要性についてさらに理解を深め、業務を適正かつ

効率的に行う環境を整備する。 

２．業務運営の効率化 

ＪＳＣに対する期待と役割が大きくなる一方、予算、人員が限られる中で、与えられたミッションを確実に達

成するため、これまで以上に業務運営の効率化を図る。 

３．人員計画の作成・検証と研修機会の充実 

組織の規模を適切に管理するため人員計画を作成するとともに、多様な研修を計画的に実施することによ

り職員の能力向上を図り、法人全体の業務成果の最大化を図る。 

４．情報セキュリティ対策の強化 

大規模国際競技大会の開催を控え、サイバー攻撃などに適切に対処できるよう、政府統一基準群に準拠し

た情報セキュリティ対策の強化を図る。 
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組織の沿革 
JSC は、「日本学校給食会」、「国立競技場」及び「日本学校安全会」を前身とし、国のスポーツ施策の発展に対応してまいりま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設立に係る根拠法 
独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成 14年法律第 162号） 

 

 

 

主務大臣 
文部科学大臣 （文部科学省スポーツ庁政策課）  

 

 

 

 

  

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 

法人の基本情報 

JSCは、昭和３０（１９５５）年に設立された日本学校給食会等を前身とし、平成１５（2003）年 10月に独立行政法人化され

ました。今後も、国のスポーツ振興施策等に的確に対応してまいります。 

WEB 組織の沿革 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/61/Default.aspx 
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組織体制（令和３年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 

※令和３年４月１日より、「施設整備室」を「施設

部」とし、以下の 5課を設置しています。 

  ・施設企画課 

  ・設備整備課 

  ・新ラグビー場企画調整課 

  ・新ラグビー場施設計画課 

  ・新ラグビー場運営計画課 

WEB 組織体制 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/63/Default.aspx 
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事務所等の所在地 
 

本部 

本部事務所 ：東京都港区北青山２-８-３５ 

秩父宮ラグビー場               ：同上 

国立競技場                   ：東京都新宿区霞ヶ丘町 10-1 

国立代々木競技場              ：東京都渋谷区神南２-１-１ 

ハイパフォーマンススポーツセンター   ：東京都北区西が丘３-１５-１ 

スポーツ博物館（休館中）      ：東京都足立区綾瀬６-１１-１７ 

戸田艇庫  ：埼玉県戸田市戸田公園４-９ 

国立登山研修所              ：富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂６ 

 

支所 

仙台支所 ：宮城県仙台市青葉区上杉１-５-１５ 日本生命仙台勾当台南ビル８階 

名古屋支所 ：愛知県名古屋市中村区那古野１-４７-１ 名古屋国際センタービル１６階 

大阪支所 ：大阪府大阪市北区梅田１-１１-４ 大阪駅前第４ビル７階 

広島支所 ：広島県広島市中区基町９-３２ 広島市水道局基町庁舎１０階 

福岡支所 ：福岡県福岡市中央区天神 4-8-15 福岡ガーデンパレス 4階 

 

 

 

 

主要な指定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況 
当事業年度は該当ありません。 

 

 

 

主要な財務データの経年比較 
                                                             （単位：百万円） 

区分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度 

資産 358,319 366,332 415,534 485,795 485,879 

負債 117,802 117,983 162,205 215,300 212,762 

純資産 240,517 248,349 253,329 270,494 273,117 

行政コスト ― ― ― 187,451 161,841 

経常費用 146,186 141,101 139,066 153,652 126,322 

経常収益 154,314 151,049 135,176 145,297 142,135 

当期総利益 3,694 14,098 14,332 6,249 11,902 

 

  

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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翌事業年度の予算、収支計画及び資金計画 

 

予算 

                                                   （単位：百万円） 

区分 金額 

 

[収 入] 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

災害共済給付補助金 

基金運用収入 

国立競技場等運営収入 

国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 

国立登山研修所運営収入 

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 

共済掛金収入 

投票勘定より受入 

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 

特定業務特別準備金戻入 

長期借入金等 

受託事業収入 

寄附金収入 

営業外収入 

利息収入 

その他収入 

計 

 

 

19,864 

1,677 

2,324 

79 

911 

256 

858 

1 

52 

104,441 

16,607 

10,400 

14,816 

9,000 

7,950 

2,770 

11 

147 

47 

1 

192,213 

 

[支 出] 

業務経費 

うち、人件費 

新国立競技場整備事業費 

国立競技場等運営費 

国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費 

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 

国立登山研修所運営費 

ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費 

競技力向上事業費 

ｽﾎﾟｰﾂ活動環境公正化事業費 

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費 

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票業務運営費 

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票助成事業費 

給付金 

受託事業費 

一般管理費 

うち、人件費 

物件費 

施設整備費 

払戻返還金 

国庫納付金 

特定業務勘定へ繰入 

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 

特定業務特別準備金戻入 

事業外支出 

うち、借入金等償還 

支払利息 

予備費 

計 

 

 

63,287 

3,354 

108 

2,381 

1,732 

1,879 

61 

490 

10,210 

82 

772 

27,403 

14,816 

17,835 

2,770 

2,012 

869 

1,143 

1,677 

52,000 

3,387 

10,400 

10,162 

10,400 

17,429 

17,164 

265 

161 

191,521 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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【脚注】 

１ 同一セグメント内で勘定間の繰入額があり、損益計算書科目の費用と収益が両

建てされている場合には相殺しています。 

２ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがあります。 

 

 

収支計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 

 

費用の部 

経常費用 

業務経費 

給付金 

払戻返還金 

受託事業費 

国庫納付金 

特定業務勘定へ繰入 

一般管理費 

財務費用 

臨時損失 

 

収益の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

災害共済給付補助金収益 

国立競技場等運営収入 

国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 

国立登山研修所運営収入 

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 

共済掛金収入 

利息及び配当金収入 

受託事業収入 

寄附金収益 

投票勘定より受入 

賞与引当金見返に係る収益 

退職給付引当金見返に係る収益 

資産見返運営費交付金戻入 

資産見返研究設備整備費補助金戻入 

資産見返負担金戻入 

資産見返寄附金戻入 

財務収益 

雑益 

臨時利益 

 

純利益 

 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

 

総利益 

 

175,728 

155,166 

66,393 

17,835 

52,000 

2,770 

3,387 

10,400 

1,987 

393 

20,562 

 

184,527 

160,711 

19,864 

2,324 

911 

256 

858 

1 

52 

104,441 

16,607 

80 

2,770 

11 

10,400 

304 

484 

635 

184 

327 

7 

47 

148 

23,816 

 

8,799 

 

3 

 

8,802 

【脚注】 

１ 同一セグメント内で勘定間の繰入額があり、損益計算書科目の費用と収益が両建

てされている場合には相殺しています。 

２ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがあります。 

 

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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資金計画 

（単位：百万円）  

区分 金額 

 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

次年度への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

運営交付金収入 

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 

共済掛金収入 

受託事業収入 

国立競技場等の運営による収入 

国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による収入 

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による収入 

国立登山研修所の運営による収入 

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業による収入 

基金業務における利息及び配当金収入 

基金業務における定期預金の払戻しによる収入 

投票勘定より受入による収入 

補助金等収入 

寄附金収入 

その他の収入 

利息及び配当金の受取額 

投資活動による収入 

定期預金の払戻しによる収入 

有価証券の償還による収入 

他勘定短期貸付金の回収による収入 

施設費による収入 

財務活動による収入 

短期借入れによる収入 

他勘定短期借入れによる収入 

民間出えん金の受入による収入 

前年度よりの繰越金 

 

399,534 

147,799 

206,082 

26,817 

18,836 

 

399,534 

157,625 

19,864 

104,247 

16,607 

2,770 

911 

256 

858 

1 

52 

79 

450 

9,000 

2,324 

11 

148 

47 

200,453 

161,426 

29,400 

7,950 

1,677 

15,909 

7,950 

7,950 

9 

25,547 

 

【脚注】 

１ 同一セグメント内で勘定間の繰入及び受入額については、相殺しています。 

２ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがあります。 

 

 

                     

 

  

WEB 予算に関する情報 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/zaimu/tabid/193/Default.aspx 

 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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財務諸表の科目の説明 
 

貸借対照表 

現 金 及 び 預 金 

 

有 価 証 券 

  

 

未 収 金 

 

その 他 （ 流 動 資 産 ） 

 

有 形 固 定 資 産  

 

 

 

 

無 形 固 定 資 産 

 

 

 

投 資 有 価 証 券 

 

引 当 金 見 返 

 

 

 

 

そ の 他 

（投資その他の資産） 

 

運 営 費 交 付 金 債 務 

  

 

 

短 期 借 入 金 

  

 

 

一 年 以 内 返 済 予 定 

長 期 借 入 金 

 

未 払 金      

 

 

 

支 払 備 金 

 

 

： 

 

： 

 

 

： 

 

： 

 

： 

 

 

 

 

： 

 

 

 

： 

 

： 

 

 

 

 

： 

 

 

： 

 

 

 

： 

 

 

 

： 

 

 

： 

 

 

 

： 

 

 

現金及び預金 

 

余裕金運用のために一時的に所

有する市場性のある有価証券 

 

業務収入等による未収債権 

 

棚卸資産、前払費用など 

 

土地、建物、構築物、工具器具備

品など独立行政法人が長期にわ

たって使用又は利用する有形の

固定資産 

 

工業所有権、ソフトウェアなど具

体的な形態をもたない無形の固

定資産 

 

長期保有目的の有価証券 

 

賞与引当金、退職給付引当金計上

額のうち、運営費交付金で財源措

置される賞与引当金、退職給付引

当金に対応する額 

 

長期前払費用など 

 

 

独立行政法人の業務を実施する

ために国から交付された運営費

交付金のうち、未使用残高 

 

勘定間の融通又は金銭消費貸借

契約に基づく返済期間が一年以

内の借入金 

 

長期借入金のうち、一年以内に返

済する予定額 

 

業務及び管理に関連して発生す

る経費並びに資産購入対価等の

未払確定債務 

 

災害共済給付及び免責の特約に

係る既発生未報告分の給付金支

払債務 

 

その 他 （ 流 動 負 債 ） 

 

資 産 見 返 負 債 

 

 

 

 

リ ー ス 債 務 （ 長 期 ） 

 

 

 

長 期 借 入 金 

 

 

引 当 金      

  

 

 

 

その 他 （ 固 定 負 債 ）

  

スポーツ振興投票事業 

準備金 

 

 

 

 

 

特定業務特別準備金 

 

 

 

 

政 府 出 資 金     

 

 

 

資 本 剰 余 金    

  

 

 

 

利 益 剰 余 金    

  

 

： 

 

： 

 

 

 

 

： 

 

 

 

： 

 

 

： 

 

 

 

 

： 

 

： 

 

 

 

 

 

 

： 

 

 

 

 

： 

 

 

 

： 

 

 

 

 

： 

 

リース債務（短期）、預り金など 

 

運営費交付金・補助金・寄附金等

により取得した固定資産の取得金

額のうちの未償却残高に相当す

る額 

 

ファイナンス・リース契約に基づく

未払リース料のうち期末日翌日か

ら１年を超えて支払う予定額 

 

金銭消費賃借契約に基づく返済

期間が一年を超える借入金 

 

将来の特定の費用又は損失を当

期の費用又は損失として見越し計

上するもので、賞与引当金、退職

給付引当金が該当 

 

長期預り金、資産除去債務(長期) 

 

スポーツ振興投票の実施等に関

する法律第２条に規定するスポー

ツ振興投票に係る収益から国庫

納付金を控除したもので、翌期以

降のスポーツ振興投票助成事業

費の財源とする額 

 

センター法附則第８条の３により

投票勘定から受け入れた特定金

額で、翌期以降の特定業務の財源

とする額 

 

政府からの金銭出資及び金銭以

外の財産による現物出資の金額

の累計額 

 

国から交付された施設費等を財

源として取得した資産で独立行政

法人の財産的基礎を構成するも

の 

 

独立行政法人の業務に関連して

発生した剰余金であって、稼得資

本に相当する額 

 

 

参考情報 

JSCは、パンフレットやホームページ、SNSを通じ、国民の皆様に JSCの活動をご理解いただくための取組を進めてまい

ります。 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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行政コスト計算書 

行 政 コ ス ト 

 

： 

 

独立行政法人のアウトプットを産

み出すために使用したフルコスト

の性格を有するとともに、独立行

政法人の業務運営に関して国民

の負担に帰せられるコストの算定

基礎を示す指標としての性格を

有するもの 

 

 

損益計算書 

投 票 勘 定 業 務 経 費 

 

 

災 害 共 済 給 付 勘 定 

業 務 経 費 

 

特定業務勘定業務経費 

 

 

 

一 般 勘 定 業 務 経 費 

 

 

 

人件費 （ 業 務経 費 ） 

 

 

 

人件費（一般管理費）  

 

 

 

その他（一般管理費） 

 

財 務 費 用 

 

 

雑 損 

 

 

投 票 勘 定 収 益 

 

 

災害共済給付勘定収益 

 

 

 

免 責 特 約 勘 定 収 益 

 

 

一 般 勘 定 収 益 

 

 

 

 

支 払 備 金 戻 入 

 

： 

 

 

： 

 

 

： 

 

 

 

： 

 

 

 

： 

 

 

 

： 

 

 

 

： 

 

： 

 

 

： 

 

 

： 

 

 

： 

 

 

 

： 

 

 

： 

 

 

 

 

： 

 

スポーツ振興投票事業に要する

経費 

 

災害共済給付事業に要する経費 

 

 

新国立競技場整備事業、国立代々

木競技場耐震改修等工事等に要

する経費 

 

スポーツ施設運営事業、競技力向

上事業及びスポーツ振興基金事

業等に要する経費 

 

給与、賞与、法定福利費等、独立

行政法人の業務に携わる職員に

要する経費 

 

給与、賞与、法定福利費等、独立

行政法人の一般管理に携わる役

職員に要する経費 

 

人件費以外の一般管理費 

 

ファイナンス・リース取引に係る支

払利息、借入金の支払手数料等 

 

業務経費及び一般管理費に属さ

ない経常的な経費 

 

スポーツ振興くじの売上等による

収益 

 

災害共済給付補助金収益及び災

害共済給付事業に係る共済掛金

収入等の収益 

 

免責特約事業に係る共済掛金収

入の収益 

 

運営費交付金収益、スポーツ施設

運営事業による運営収入、スポー

ツ振興基金の運用益による収入

等の収益 

 

災害共済給付及び免責特約に係

る支払備金の戻入額 

 

資 産 見 返 負 債 戻 入 

 

 

 

財 務 収 益 

 

雑 益 

 

 

臨 時 損 失 

臨 時 利 益 

 

前 中 期 目 標 期 間 繰 

越 積 立 金 取 崩 額 等 

 

： 

 

 

 

： 

 

： 

 

 

： 

 

 

： 

 

運営費交付金・補助金・寄附金等

の財源により取得した固定資産の

減価償却費相当額 

 

預金利息、有価証券利息等 

 

上記以外の取引により生じた経

常的な収益 

 

法令に基づき引き当てている準

備金への繰入及び戻入等の損益 

 

前中期目標期間繰越積立金の取

崩額、独立行政法人日本スポーツ

振興センター法第２４条第４項に

よる積立金取崩額及び同法附則

第８条の６による積立金取崩額 

 

 

純資産変動計算書 

当 期 末 残 高 

 

： 

 

貸借対照表の純資産の部に記載

されている残高 

 

 

キャッシュ・フロー計算書 

業 務 活 動 に よ る 

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 

 

 

 

 

投 資 活 動 に よ る 

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 

 

 

 

 

 

財 務 活 動 に よ る 

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 

 

資金に係る換算差額 

： 

 

 

 

 

 

： 

 

 

 

 

 

 

： 

 

 

： 

独立行政法人の通常の業務の実

施に係る資金の状態を表し、サー

ビスの提供等による収入、商品又

はサービスの購入による支出、人

件費支出等が該当 

 

将来に向けた運営基盤の確立の

ために行われる投資活動に係る

資金の状態を表し、定期預金の預

入れ・払戻し、固定資産や有価証

券の取得・売却等による収入・支

出等が該当 

 

借入・返済による収入・支出等、資

金の調達及び返済等が該当 

 

外貨建て取引を円換算した場合

の差額 

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 
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その他の公表資料 
ＪＳＣをご理解いただくため、ホームページや SNS、様々な刊行物を作成し、公表しています。 

 

ホームページ   

  

 

 

刊行物                     SNS（各 QRコードからWebサイトにアクセスいただけます） 

♦パンフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

法人の目的等 その他法人の基本情報等 公共性の高いサービスが持続的に 
提供されているかの判断に資する情報 

業績の適正な評価に資する情報 財政状態及び運営状況の 
適切な把握に資する情報 

WEB 各種資料 

https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/64/Default.aspx 
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関連URL 
本事業報告書の各項目に掲載している URLを、カテゴリーごとにまとめました。 

 

■法令、国の施策に関するもの 

項目 関連ページ 概要／ＵＲＬ 

日本スポーツ振興 

センター法 
６ 

JSCの設置根拠となる法律です。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/61/Default.aspx 

スポーツ基本法 ７ 
スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明

らかにするとともに，スポーツに関する施策の基本となる事項を定めるものです。【スポーツ庁ＨＰ】 

 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/1371905.htm 

スポーツ基本計画 ７ 
スポーツ基本法の規定に基づき、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための重要な

指針として位置付けられるものです。【スポーツ庁ＨＰ】 

 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/1372413.htm  

 

 

■目標・計画に関するもの 
項目 関連ページ 概要／ＵＲＬ 

中期目標 ７,８ 
独立行政法人通則法第 29条第 1項の規定に基づき、主務大臣である文部科学大臣により定められた、

当センターが達成すべき業務運営に関する目標です。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/126/Default.aspx 

中期計画 １０-１３ 
独立行政法人通則法第30条第 1項の規定に基づき、中期目標を達成するための計画を作成し、主務大

臣の認可を受けたものです。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/127/Default.aspx 

年度計画 １０-1３ 
独立行政法人通則法第31条第 1項の規定に基づき、毎事業年度の業務運営に関する計画を定め、主務

大臣に届け出るものです。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/128/Default.aspx 

 

 

■組織に関するもの 
項目 関連ページ 概要／ＵＲＬ 

基本理念等 ９ 
組織のすべての活動の核となる基本理念・ビジョン・行動指針をご紹介します。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/751/Default.aspx 

業務方法書 
１４,２１, 

32‐34 

独立行政法人日本スポーツ振興センター法第 3 条に規定する目的を達成するため、独立行政法人通則

法第 28条第 1項の規定に基づき定めるものです。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/125/Default.aspx 

役職員の状況 １５,1６ 
役職員の任命・認可・状況などについて掲載しています。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/67/Default.aspx 

各事業概要 2２-2４ 
我が国におけるスポーツの振興及び児童生徒等の健康の保持増進を図るための各事業をご紹介します。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/gyoumu/tabid/124/Default.aspx 

組織の沿革 ３５ 
設立の目的や、成り立ちについてご紹介します。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/61/Default.aspx 

組織体制 ３６ 
組織の構成についてご覧いただけます。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/63/Default.aspx 

各種資料 ４３ 
パンフレット及び各事業から出版している刊行物及び資料へのリンクを掲載しています。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/64/Default.aspx 
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■財務状況に関するもの 
項目 関連ページ 概要／ＵＲＬ 

決算に関する情報 2７-3１ 
各事業年度の財務諸表、事業報告書、決算報告書及び決算に対する監事及び会計監査人の報告を掲載

しています。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/zaimu/tabid/194/Default.aspx 

予算に関する情報 ３８-4０ 
中期計画予算、年度計画予算を掲載しています。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/zaimu/tabid/193/Default.aspx 

 

 

■その他事業運営等に関するもの 
項目 関連ページ 概要／ＵＲＬ 

運営点検会議 １５ 
理事長によるガバナンスに関する点検や必要な助言を得ることを目的に設置したものです。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/775/Default.aspx 

環境配慮方針 19 
環境配慮方針に基づき地球環境保全へ取り組みます。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/421/Default.aspx 

子どもの権利と 

スポーツの原則に

関する取組 

１９ 

ユニセフ（国連児童基金）及び日本ユニセフ協会が平成３０年１１月２０日に発表した『子どもの権利とスポ

ーツの原則』に賛同するとともに、事業活動を通じて、本原則が掲げる理念の実現に貢献してまいりま

す。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/911/Default.aspx 

ブライトン・プラ

ス・ヘルシンキ

2014宣言 

１９ 

男女平等を土台として持続可能なスポーツ文化を創出することをビジョンとする「国際女性スポーツワ

ーキンググループ」が発表する「ブライトン・プラス・ヘルシンキ 2014 宣言」に、スポーツ庁等と署名をし

ています。【スポーツ庁ＨＰ】 

 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop11/list/1387282.htm   

リスク管理 ２０,２１ 
「リスク管理の基本方針」に基づき行動することにより、社会からの信頼及び業務運営の公平・公正性の

確保と継続的かつ安定的な業務の遂行に取り組みます。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/gaiyou/tabid/795/Default.aspx 

業務実績報告書 

（自己評価） 
1,２５ 

独立行政法人通則法第３２条及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第５条に基づ

き、業務実績について明らかにした報告書を文部科学大臣に提出しています。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/129/Default.aspx 

主務大臣による 

評価 
２６ 

業務実績報告に基づき、政策評価に関する有識者会議からの助言を適宜受けて主務大臣（文部科学大

臣）が総合的な評価を行います。 

 https://www.jpnsport.go.jp/corp/koukai/tabid/131/Default.aspx 

業務実績と評定 

区分の関係 
２５,２６ 

独立行政法人の評価に関する指針（平成 31 年３月 12 日改定）において評定区分が定められています。

【総務省ＨＰ】 

 https://www.soumu.go.jp/main_content/000605565.pdf  
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